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東広島市立小・中学校における自動応対電話の導入について 
 

 
 盛夏の候，保護者・地域の皆様には，益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平
素より，本市学校教育及び本校学校教育の推進に，ご理解・ご協力をいただき厚く御
礼申し上げます。 
 さて，教職員の長時間労働の解消や，児童生徒と向き合う時間の確保ができる教育
環境を整えることをめざして，本市においても学校における働き方改革を推進してい
るところです。 
 この度，教職員が授業準備や学校事務に専念できる環境づくりを一層推進するため，
次の時間帯の電話応対を自動音声によるメッセージ対応へ変更します。 
 つきましては，趣旨をご理解いただき，ご協力くださいますよう，よろしくお願い
します。 

 
 １ 運用開始日 令和４年７月２１日（木） 
   ※令和４年７月２１日（木）から１０月１２日（水）まで試行運用します。 
 
 ２ 自動応対時間 
  平日（長期休業中は除く）      １８：３０～翌朝７：３０ 
  長期休業中の平日          １６：３０～翌朝８：００ 

  休日（土曜，日曜，祝日，閉庁日）  終日 
  ※ 夏季休業中の部活動等を含め，今後の遅刻や欠席等の連絡は，市民ポータル

サイトのメールにてお願いします。 
※ 学校行事等により，設定時刻を変更する場合があります。 

  ※ 事情によっては，自動応対時間に，学校から電話させていただく場合があり
ますこと，ご理解ご了承願います。 

 
 ３ お願い 
  ・自動応対時間において，児童生徒に係る事件・事故が発生した場合は，現在と

同様に，警察署や消防署などの関係機関へ連絡してください。 
  ・自動応対時間において，高屋中学校に連絡をする場合は，学校ホームページの

トップページの一番下にある，「メールでの問い合わせ」フォームの本文に記
入して送信してください。 

   【メールでの問い合わせのアドレス】 
takaya-chu@city.higashihiroshima.hiroshima.jp 


